
  

≪市町村民税所得割合算額の確認方法≫ 

（１）市民税・道民税をあらかじめ給与から引かれている方（特別徴収） 

勤務先から渡される「給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の通知書」をご確認ください。 

※課税する市区町村により、通知名や様式は異なる場合があります。 

 

 

 

①（市民税所得割額⑥）と②（住宅借入金等特別税額控除額・市町村寄附金控除額・配当所得控除等）を合計した額が目安です。 

 

※②の住宅借入金等特別税額控除額が（市・町）と（都・道・府・県）に分かれて記載されていない場合、住宅借入金等特別税額控除

額に 0.6 を乗じた額が②における住宅借入金等特別税額控除額となります。
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（２）市民税・道民税を金融機関窓口又は口座振替でお支払いされている方（普通徴収） 

市税務課から送付される「市民税・道民税納税通知書」の３枚目をご確認ください。 

※課税する市区町村により、通知名や様式は異なる場合があります。 
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①（所得割額）と②（市民税に係る、住宅借入金等特

別税額控除額・市町村寄附金控除額・配当所得控除等）

を合計した額が目安です。 
 


